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食
品
衛
生
管
理
の
国
際
標
準
化
を
求
め
る
意
見
書

食
品
の
衛
生
管
理
は
、
先
進
国
を
中
心
に
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
が
義
務
化
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
我
が
国
に
お
い

て
は
、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の
導
入
が
遅
れ
て
い
る
。

食
品
流
通
の
国
際
化
を
目
指
し
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
等
を
見
据
え
た
我
が
国
の
食

品
衛
生
管
理
の
水
準
を
国
内
外
に
示
す
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
厚
生
労
働
省
で
は
、
国
内
の
食
品
の
安

全
性
の
更
な
る
向
上
の
た
め
に
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
に
よ
る
衛
生
管
理
の
制
度
化
等
の
食
品
衛
生
規
制
の
見
直
し
を

進
め
て
い
る
。

農
林
水
産
省
の
調
査
に
よ
る
と
、
食
品
製
造
業
に
お
け
る
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の
導
入
状
況
は
、
売
上
げ
が
百
億

円
以
上
の
大
手
企
業
だ
け
で
み
る
と
八
割
以
上
で
あ
る
一
方
、
小
規
模
事
業
所
を
含
め
た
食
品
製
造
業
全
体

で
は
三
割
以
下
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

ま
た
、
食
品
衛
生
法
の
営
業
許
可
業
種
は
三
十
四
業
種
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
以
外
に
都
道
府
県
等
の
条
例

で
許
可
業
種
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

食
品
用
器
具
及
び
容
器
包
装
に
つ
い
て
も
、
欧
米
等
で
使
用
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
物
質
で
あ
っ
て
も
、
個

別
の
規
格
基
準
を
定
め
な
い
限
り
直
ち
に
規
制
で
き
な
い
な
ど
の
課
題
が
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
か
ら
の
回
収
命
令
や
廃
棄
命
令
に
よ
ら
ず
、
事
業
者
が

自
主
的
に
食
品
の
回
収
等
を
行
っ
た
場
合
、
食
品
衛
生
法
に
は
そ
の
報
告
を
義
務
付
け
る
規
定
が
な
い
。

よ
っ
て
、
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
食
品
流
通
の
多
様
化
や
国
際
化
等
を
踏
ま
え
、
食
品
衛
生
管
理
の
制
度

の
見
直
し
を
進
め
、
次
の
事
項
に
も
配
慮
し
つ
つ
食
品
の
安
全
の
確
保
を
図
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

一

消
費
者
を
第
一
に
考
え
、
食
品
の
製
造
・
加
工
、
調
理
、
販
売
等
の
フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
全
体
で
の
取
組

を
進
め
、
衛
生
管
理
を
「
見
え
る
化
」
す
る
こ
と
。

二

Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
に
よ
る
衛
生
管
理
の
制
度
化
に
当
た
っ
て
は
、
食
品
ご
と
の
特
性
や
事
業
者
の
状
況
等
を

踏
ま
え
、
小
規
模
事
業
者
等
に
十
分
配
慮
し
た
実
現
可
能
な
方
法
で
十
分
な
準
備
期
間
を
設
け
取
組
を
進

め
る
こ
と
。

三

す
べ
て
の
食
品
事
業
者
が
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
に
よ
る
衛
生
管
理
に
取
り
組
む
こ
と
を
踏
ま
え
、
営
業
許
可
制

度
の
見
直
し
も
合
わ
せ
て
進
め
る
こ
と
。
そ
の
際
に
は
施
設
基
準
な
ど
を
定
め
る
都
道
府
県
等
の
条
例
に

配
慮
す
る
こ
と
。

四

食
品
用
器
具
・
容
器
包
装
の
規
制
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
制
度
の
導
入
を
検
討
す
る
な
ど
欧
米
等
と
の

整
合
性
を
図
る
こ
と
。

五

食
品
事
業
者
が
製
造
し
た
製
品
や
輸
入
し
た
製
品
を
自
主
回
収
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
情
報
を
把
握
す

る
仕
組
み
を
検
討
す
る
こ
と
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。
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